
赤井川村地域公共交通活性化協議会

○地域公共交通の課題
・村内唯一の地域間公共交通の維持・確保
・地域公共交通の利用促進
・交通空白地の縮小

○調査の主な内容
・住民懇談会
・地域公共交通計画（案）作成
・実証運行立支援 ・協議会開催

○地域公共交通の現況
・北海道中央バス(株)（１路線）
・赤井川村公共交通バス（市町村有償運送 １路線）
・スクールバス（１路線）
・村内循環温泉送迎バス（第２ 第４木曜日 １路線）

赤井川村

当村は、その四方を山々に囲まれた「カルデラ」状の地形をなしており、近隣市町村とは、山を越えての隣接となる地理的特性を持っている。気象条件は盆地特有の内陸型気候で、
冬は積雪が多く北海道でも有数の豪雪地帯である。主産業は、農業と観光業で、農産物の品目は多岐にわたり、観光業では、キロロリゾートを中心として、ウィンタースポーツを始
め、グリーンシーズンのアウトドアスポーツなどがあり、観光客も増加している。
人口は、平成の時代では平成６年1,543人をピークに減少しつづけ、平成26年に1,137人まで減少をしたが、外国人の増加により、現在は1,176人（R２.12月末現在）と増加傾向に
ある。また、外国人が現在99人居住しており、全体の１割弱を占めている特異な地域である。
高齢化率は、R3.1.1現在当村は、34.1％であり北海道平均32.1％と比較して2.0％高く、全国平均28.7％と比較すると5.4％高くなっている。過疎地域である他の町村と比較すると、
リゾートがあることから高齢化率は低くなっている。

概 要

令和元年１０月２８日設置

○地域公共交通活性化協議会開催状況（令和３年度）
６月１１日 第１回協議会を開催
・赤井川村地域公共交通活性化協議会監事選任、決算予算、事業計画について
・実証運行ルート案について ・地域内ﾌｨｰﾀﾞｰ系統確保維持計画案について
８月２７日 第２回協議会を開催 ・実証運行について
９月２４日 第３回協議会（書面開催）
・実証運行路線の変更について
・観光庁補助事業を活用した民間バス会社による小樽・キロロ間実証運行について
１１月１７日 第３回協議会（書面開催）
・自家用有償旅客（交通空白地有償運送）の更新について
１１月１７日 第４回協議会（書面開催）
・自家用有償旅客（交通空白地有償運送）の更新について
１２月２８日 第５回協議会
・実証運行の結果 ・キロロ・小樽線ほかの実証運行状況 ・地域公共交通計画案
・地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価

公共交通の概要



平成○○年○月○○日設置
赤井川村地域公共交通活性化協議会 計画策定に係る事業の取組状況

●事業の結果概要

◆実証運行結果
10月1日から11月30日まで実証運行実施
○10月の利用者数は579人
１日あたりの平均利用者数は18.7人

○11月の利用者数は569人
１便あたりの平均利用者数は19.0人

○往路(赤井川村→余市町)利用者737人
復路(余市町→赤井川村)利用者411人
往路の利用者は復路に比べて約1.79倍

多かった。

○１便（6:00キロロ発 6:45余市駅着）
の利用が多く、通学、通院による平日の
利用が特に多かった。

○４便（10:40余市発赤井川行き）、５
便（11:40道の駅発余市行き）の空車が
多かった。

○赤井川村民だけなく、余市町民の利用
も一定数みられた。



平成○○年○月○○日設置
赤井川村地域公共交通活性化協議会 計画策定に係る事業の取組状況

●事業の結果概要

◆意見交換会等の主な意見
・１便の運行により、通学の朝の送迎がなくなって大変よかった。今後も継続してほしい。
・通学のため6:51小樽行きへ乗り換えできる運行を継続してほしい。
・高校や部活によって帰宅時間が様々なため、すべての高校生が乗車するバス時刻の設定は難しい。
・定期券、回数券を検討してほしい。定期券は片道も検討してほしい。
・時刻表上では通学できるが、実際乗車してみると予定した便に定員超過のため乗車できないなど、
実際通学している人の状況を今後高校生になる保護者に情報提供してはどうか。

・実証運行においては、余市発13:15となり、複数の用事、通院を行うことができなかった。
・余市13:15発、17:35発の間にもう１便あるといい。
・時間に余裕が無く、１つの用事しか足すことができなくなった。
・余市町内のバス停にもう少し止まって欲しい。
・村内のバス停までの移動の確保の検討が必要。
・キロロリゾートまで運行すると特に冬期間観光需要が見込めるため、継続してほしい。
・料金設定は距離応じて設定するものなので、村内一律の料金設定を検討してほしい。
・利用促進策も実施してほしい。

※アンケート結果より、通学
通勤及び帰宅の利用が多く、
赤井川村に住み続けられるた
めの重要なライフラインとし
ての公共交通網の構築が重要

令和３年度 第５回 赤井川村地域公共交通活性化協議会資料より



●地域公共交通網形成計画等の計画策定に向けた方針

令和３年度 第５回 赤井川村地域公共交通活性化協議会資料より



平成○○年○月○○日設置
赤井川村地域公共交通活性化協議会 計画策定に係る事業の取組状況

運輸局記載欄

●地方運輸局及び地方航空局における二次評価結果（案）

計画通り事業は適切に実施された

●事業実施の適切性


